
 郡山市病院及び介護医療院条例施行規則の一部を改正する規則 

をここに公布する。 

  令和８年３月27日 

郡山市長 椎 根 健 雄         

郡山市規則第25号 

   郡山市病院及び介護医療院条例施行規則の一部を改正する規則 

 郡山市病院及び介護医療院条例施行規則（平成18年郡山市規則第1号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（診療科目等） 

第３条 条例第３条の規則で定める診療科目は、皮膚科とする。 

２ 条例第３条に規定する病床数40床は、１病棟編成とする。 

 （病床） 

第３条 条例第３条に規定する病床数40床は、１病棟編成とする。 

第11号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第11号様式（第19条関係） 
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   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に改正前の第11号様式の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 


